
※同一事業者への複数の通報も寄せられています。 

  令和２年６月３０日 

生 活 文 化 局 

 

 

 

東京都では、複雑・巧妙化する悪質商法の手口や被害状況等を迅速に収集するため、ホー

ムページ上で悪質事業者、誇大広告、架空請求に関する通報を受け付けています。 

令和元年度は、悪質事業者に関する通報件数が前年度に比べ約５割増加しました。 
 
 

 （ ）内は平成３０年度通報件数 

                    

 

 

★通報者の年代は 40 代以下が約７割 

★通信販売に関する通報が５割超 
               

 

 
 

★インターネット広告に関する通報が約９割 

★健康食品に関する通報が約２割 
 

 
 

★架空請求の通報は大幅に減少 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎皆様からの通報が「悪質事業者の指導や処分」につながります。スマホやＰＣからの 

情報提供をお待ちしております。 

◎ご自身だけでなく、同居の親族など身近な人の被害情報についても通報をお願いします。 

 

 

【通報窓口（令和元年度概要）】 
 

 

 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 

令和元年度 サイトへの通報件数と特徴 

【お問い合わせ先】 

生活文化局消費生活部取引指導課  

電話 03-5388-3073 

詳しくはこちらをご覧ください。 

                     
○法令に基づく行政指導：１２件 (悪質事業者)・１５件（誇大広告） 

○法令に基づく行政処分： ３件（悪質事業者） 

○事業者等の名称の公表：５１件（架空請求） 
 

akusitu 

事業者指導、処分等につながった実績【令和元年度】 

悪質事業者  ６５４件（４３２件） 

誇 大 広 告  １３３件（７４件） 

架 空 請 求   ９２６件（２， ５６４件） 

※平成 30 年 9 月開設 

工事代は１５万円

です！ 

~令和元年度 悪質事業者通報サイト実績報告~ 

 

消費者の皆様へ 



 
「悪質事業者」通報窓口：６５４件 

 

★通報者の年代別割合は、４０代以下が約７割（４７８件） 

※本人以外：同居・別居の家族、福祉サービス関係者（ケアマネ等）、近隣の知人、友人・知人、その他 

※割合は小数点以下第１位を四捨五入しているため、合計は 100％にはならない。 

 

★販売形態別では、通信販売が半数を超える。次いで訪問販売が多く 2 割を占める。 

 
 

 
 
 
○指導につながった主な通報事例 

・出入りの業者を装い訪問した事業者に、「交換時期到来」と事実と違うことを言われて消火器を購入

させられた。後で確認したところ、消火器の製造年は古く、全く知らない事業者だった。 

・キャンペーンで安価な換気扇掃除を行うと言われて訪問を承諾したら、作業終了後に「今なら特別

価格で他の場所もクリーニングする」と言われ、通常の倍以上と思われる価格の契約をさせられた。 

 

○処分につながった主な通報事例 

・友人から、投資で良い話がある、すごい人に会わせると誘われカフェに行ったところ、「投資の成功

率○○％」など言葉巧みに投資学習用 USB メモリーの購入を勧められた。「早く契約したほうが良

い」と学生ローンを紹介されて数十万円の契約をしてしまった。 

 

（参考）悪質事業者通報サイトの実績（平成２５～３０年度） 

    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/kekka/  

 

年 代 
19 歳 

以下 
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

80 代 

以上 
不明 合計 

通
報
者 

本人 8 115 125 136 85 20 5 1 21 516 

※本人以外 8 37 27 22 17 6 9 8 4 138 

合 計 16 152 152 158 102 26 14 9 25 654 

割 合 2% 23% 23% 24% 16% 4% 2% 1% 4% 100% 

販売形態 主な通報事例 

通信販売 

３４１件 

(１６５件) 

・サイトで購入し代金を振り込んだのに商品が届かない。 

・「初回無料」で試しに申し込んだら、数か月間の継続購入が前

提の定期購入で、高額な料金を請求された。 

・事業者と電話が繋がらず定期購入の解約ができない。 

訪問販売 

１３２件 

(１２４件) 

・「屋根瓦が浮いているのが見えた」と訪問してきた事業者に、

修理が必要な状態だと言われ、その場で契約を求められた。 

・オーディション合格後、高額なレッスン契約を求められた。 

電話勧誘販売 

９１件 

(５５件) 

・職場や自宅に何度も電話で不動産投資を勧誘され迷惑だった。 

通信販売

341

訪問販売

132

電話勧誘

販売 91

訪問購入 3

店舗販売

25

その他

取引 41

事業者間

取引 21

計 654 
 

 単位：件 

 ( )内は平成 30 年度通報件数 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/kekka/


「誇大広告」通報窓口：１３３件  
 
★インターネット広告についての通報が約９割 

 

★健康食品に関する通報が約２割（うち痩身効果をうたったものが約 6 割） 

 

★優良誤認表示に関する通報が６割強、有利誤認表示に関する通報が約３割 

 ※優良誤認：商品等の品質、規格、その他の内容について実際のものよりも著しく優良であると誤認させるような表示 

有利誤認：商品等の価格などの取引条件について実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示 

 

○指導につながった主な通報事例 

・「○○№１」「医師が信頼する」などの表示の根拠が不明で実際にそうなのかわからない。 

・健康食品を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示をしている。 

・「○○の認可を受けた」という表示から行政機関と関連しているのかと思った。 

・「○月○日までのキャンペーン」という表示を期間を変えてずっと行っているのではないか。 

 

 

「架空請求」通報窓口：９２６件 
 

★架空請求メール・SMS    ５８４件 （１，７２２件） 

★不当請求サイト       ２２６件 （６５９件） 

★はがきや封書による架空請求 １１６件 （１８３件） （ ）内は平成３０年度通報件数  

    

○通報を受け行った架空請求事業者等の名称の公表：５１件 

（主な通報の内容） 

 ・「民事訴訟管理センター」「訴訟通知センター」等と称 

する者からの架空請求はがき 

  ・ＳＭＳ（ショート・メッセージ・サービス）等を使い 

大手通信販売サイト事業者等を名乗る「コンテンツ利 

用料」の架空請求 

・アダルト情報サイト等におけるワンクリック請求 

 

 

 

(参考) 

架空請求事業者等一覧〔架空請求対策（STOP!架空請求!）〕 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/kakuuichiran/ 

 

 

 

 

 

 

 

＜はがき（事例）＞ 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/kakuuichiran/


適用法令に基づく 

分 析 

 

 

 

消費者の皆様へ 

「悪質事業者通報サイト」の通報から行政指導・処分等までの流れ 

皆様からの通報は、同一事業者に関する他の通報や消費生活センターの相談状況（内容・件

数等）から、適用法令等を多角的に分析し、事業者調査、指導、処分等につなげています。 

 

 

 

            

 

 

 

いつでもスマホや PC から通報できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪質事業者通報サイト

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/ 
 
 

 

● 相談窓口に相談するほどではないが、困った経験をしたという場合、ぜひ情報をお寄せください。 

皆様からの通報が、悪質事業者の指導や処分、類似被害の防止につながります。 

● ご自身だけでなく、同居の親族など身近な人の被害情報についても通報をお願いします。 

●「契約したが解約したい。」等の具体的なご相談は、消費生活センターにご連絡ください。 

   お近くの消費生活センターは、局番なし １８８（消費者ホットライン） 

   東京都消費生活総合センター ☎０３－３２３５－１１５５ 

「東京くらしＷＥＢ」トップページ 

「選択画面」へ！ 

皆

様

か

ら

の 

通

報 

 

 

事業者情報 

収 集 

行政指導 

行政処分 

事

業

者

調 

査 

 ★新型コロナウィルス感染症に便乗した商品やサービス等に関する、 悪質な勧誘、誇大広告、架空請求についても情
報提供をお願いします！ 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/

